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 平成 24 年 草加市議会 6 月定例会において議員提出議案第 9 号として 

｢草加市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例｣が可決されました。 
 
今回のこの議案は草加市議会議員の定数を現行の 30から 28に削減するとい

う趣旨のものであります。 

私達、民主党議員団は議会改革特別委員会の場で社会状況の変化や厳しい財

政状況を鑑みる中でやはり議員定数削減を含めた議会改革に積極的に取り組ま

ねばならないと主張してまいりました。 

議員定数のあり方については定義があいまいな事から我々も独自で近隣自治

体・同規模自治体の議会の現状を参考にしたりまた、定数削減のメリットデメ

リットをそれぞれ比較した中での問題点や課題の抽出、また、市民の皆様に直

接意見を伺うなど様々な検討を行ってまいりました。 

そういった経緯を踏まえ総合的な見地から議員定数の削減はやはり避けては

通れないと判断した次第です。 

草加市議会の過去の事例を紐解いた中で社会動態の推移を的確に把握し、市

民の声を真摯に受け止めた結果、実質的に二度にわたる定数削減を積極的に実

施した経緯があり、今回実施に至れば三度目となります。 

議会改革の姿勢を体現するうえで議員自ら襟を正し身を切る議員定数の削減

は市民の皆様にも一定のご理解とご賛同をいただけるものであると確信してい

ます。 

しかしながら、地方分権が進むなか、地方議会の役割は今後さらに重要にな

り、また市民ニーズが多様化・複雑化する現在において大幅かつ急進的な定数

削減には慎重にならなければなりません。 

地方議員の本来の役割を損ねてしまう結果になれば本末転倒です。そんな中

で今回の議案では 2 名の削減ということで漸進的な改革という意味からも妥当

であると判断しました。 

   
  

 
 

 
-地域の皆様のご意見・ご提言・ご要望をお寄せ下さい- 

-草加市に住みたい、住み続けたいと思えるまちづくり- 
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★議会の様子がホームページからご覧に
なれます！本会議中は生中継です。★ 

≪ 草加市議会ホームページ ≫ 

www.soka-shigikai-unet.ocn.ne.jp 

草加のがんばりを報告します！ 


